
バシーポリシーをかなり早い段階から公

表していますが（26頁・資料参照）、今後

ともしっかり取り組んでいきたいと思って

います。

―― 懸念されている点は。

若宮 一次的な苦情窓口を当該企業

のほか、国・地方公共団体等、複層的な

構造で受け付ける仕組みになっていま

すが、受付窓口ごとに違う判断が示され

るようなことがあれば、全国で仕事を展

開する民間企業にとっては大変な事態

です。「個人情報の保護に関する基本

方針（以下、基本方針）」は「整合性を

とること」としていますが、国・地方

公共団体等と民間組織との連携が

本当にうまくいくのかと心配してい

ます。今回の個人情報保護の枠組

みは複雑で、法律があり、基本方針

があり、ガイドラインがある。それに加

えて自治体ごとの条例がある。それ

らがうまいバランスで落ち着いてくれる

ことを期待しています。

―― 個人情報保護法が企業活動に

与える影響として、新たな投資が必要に

なるという点がありますね。

若宮 現在、国・自治体等で、プライバ

シーマーク（13頁・註3参照）等の認証取

得を指名参加の前提条件にするという

ような動きが徐々に広がっており、民間

企業はその対応に迫られています。もち

ろん大切なことではありますが、従来は

性善説に立って自然にできていたような

ことでも、改めて体系化するとなれば、そ

れ相応のエネルギーを費やさなければ

なりません。当社も個人情報保護事務局

を立ち上げましたが、表面的なコストだ

けでなく、体制を動かすためには見えな

い部分も含めてコストがかさむものです。

―― 語弊のある言い方かもしれませ

んが、視点を変えれば、これはビジネス

チャンスでもあるのでは。

若宮 ネット社会が発達すれば、それに

伴って個人情報の不正な取得を防御す

るソリューションを提供するビジネスも発

達します。当社も、ハードウエアだけでは

なく、暗号やデータベースのセキュリティ

確保など、ソフトを含めたシステム全体で
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個人情報保護の取り組み

―― まず、来年4月に全面施行される

「個人情報に関する法律（以下、個人情

報保護法）」についての所感をお聞かせ

ください。

若宮 事案発生時の実質的な公表義

務や、外部委託の監督責任の強化など、

企業にとって厳しい内容ですが、それを

受けて、前向きな体制をとらなければな

らないと認識しています。当社はプライ

広い外延を持つ個人情報保護
という課題へのアプローチ
個人情報の利用と保護をバランスさせるため、先端的な企業はどのような取り組みをしているのか。
ソリューションビジネスを展開する企業でもある、三菱電機株式会社事務企画部長・若宮優氏にうかがった。

若宮 優氏 三菱電機株式会社役員理事事務企画部長



ソリューションを提供するビジネスを展開

しており、その必要性を社会に積極的に

アピールして、普及させたいという気持

ちを持っています。

―― 御社の個人情報の管理体制に

ついておうかがいしたいと思います。

若宮 「隗より始めよ」という意識を持っ

て取り組んでいるつもりです。当社もウェ

ブサイトなどで個人情報を収集しています

が、その取り扱いについて、プライバシー

ポリシーを公開しており、また、そのバッ

クボーンとなる会社規則「個人情報の保

護に関する規則」を2001年に制定して

います。個人情報保護法の成立に合わ

せて、その二つを改訂しました。改訂の

ポイントは、保護の対象を従来、当社ウェ

ブサイトで収集した情報に限定していま

したが、当社が収集する個人情報すべ

てにしたことなどです。

―― 推進する体制は。

若宮 体制づくりとして、今年3月16日

付けで、個人情報保護統括責任者を置

きました。また、会社全体の個人情報保

護体制をコントロールする組織として、個

人情報保護事務局を設置しています。

事務局のメンバーは、個人情報に関係

のある管理部門の者で、これらの人に兼

務してもらうかたちで構成しています。ま

た当社には、製品対応別の事業本部と

いうユニットがありますが、その最高責任

者である本部長を当該事業本部が抱え

る個人情報の管理責任者として登録す

ることで、各部門の責任体制を明確にし

ました。いわば、そこが実行部隊で、今

夏までに、その体制をもって当社が保有

する全個人情報の見直しを完了し、今

年中に情報システムセキュリティ対策の

強化を実施する予定です。

―― 個人情報保護法の施行に向けた

従業員の教育はどのように進められてい

るのでしょうか。

若宮 昨年になりますが、経営トップの

認識が重要と考え、意識してもらうことか

ら始めました。個々の従業員の教育とし

ては、6月末までにリーフレットを作成し

て、個人情報にかかわる可能性がある

全社員に配布します。知識を植え付け

た上で、秋にはeラーニングによる従業員

教育を実施する予定です。

利用と保護のバランス

―― 個人情報の利用と保護のバラン

スについて、お考えをうかがってまいりた

いと思います。

若宮 そもそも「個人情報」という言葉

をいかに定義するのか、という問題があ

ると考えています。個人情報に関する事

件が頻発して世間を賑わせていますが、

個人に関する情報のやりとりは日常茶飯

事に行われています。例えば、日常的に

名刺を交換していますが、その際、そこ

に書かれた情報の利用範囲をいちいち

明示する方はいないでしょう。個人情報

というとき、その境界領域をどう設定す

るのか、そこからして、なかなか難しい

問題だと思います。

―― 昨年10月、社団法人日本経済団

体連合会（以下、日本経団連）が個人

情報保護法についてコメント※1で、法の

定義では、電話帳やカーナビゲーションソ

フトなど公開された情報も個人情報デー

タベースに該当することになる、という旨

の懸念を表明しました。あまり厳重な網

を掛ければ、企業は身動きがとれなくな

り、ユーザーにとっての有益性も損ねる

ということですね。

若宮 一般に、電話帳に登録するとき

は、自分の名前と電話番号を一致させ

るという認識を持つでしょうが、例えば、

カーナビゲーションに電話番号を入力し

て行く先を指定すると、利用の履歴が自

動的に記録され、カーナビゲーションの中

で情報が生き続けるということまで意識

が及ぶ方はあまりいないでしょう。このよ

うな利用は、極めて便利で有効なはず

です。一口に個人情報と言っても、病歴

や遺伝子、思想信条などのセンシティブ

な情報から電話帳に載っているような公

開情報までありますが、個人情報をめぐ

る議論では、それらが同列で論じられて

いる印象があります。日本経団連は、明

らかに利用者の利便性を増すことで、か

つ実害のないものについては、あえて規

制する必要はないのではないか、そのよ

うな意見を表明しているわけです。

個人情報保護法やガイドラインは、い

わば道路交通規則のようなもののはず

です。個人情報を社会でうまく流通させ

ることによって、快適なIT社会を共有し

よう。その際、事故が起きないようにしよ

う。本来そのような趣旨のものだと思い

ますが、何か特殊な事例が発生して世

の中を賑わせたとき、すべての情報に網

を掛けよう、という声が大きくなりはしな

いか。それでは本来あるべき利用と保護

のバランスが崩れてしまいます。常に客

観的に判断していく。この問題を考える

とき、その視点を重視していただきたい

と思います。

―― その他、ガイドラインなどルールの

策定に関して要望されることは。

若宮 企業はそれぞれの企業文化で

培ったコンプライアンス・プログラムを確立

し、それに則って個人情報を保護すべ

きであると認識していますが、そのとき、

拠って立つのはやはり法律などによって

定められたスタンダードです。それが、あ

まりに幅のある解釈が可能なかたちで

提示されるのは、企業にとって望ましい

ことではありません。どこまでできるのか、

どこまで禁止されているのかが分からな

いような曖昧さを残せば、マイナスの面
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※1 正式名称「個人情報の保護に関する法律施行令（案）の概要に対するコメント」。2003年10月24日に、日本経団
連情報通信委員会情報化部会が発表。社団法人日本経済団体連合会ホームページ参照。
（http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/103.html）

個人情報保護法の
全面施行に向けて
～求む！世界最先端の個別法～



一種の労務問題

―― 情報の改竄や漏洩など、民間企

業の個人情報の流出が続発しています

が、その事態は技術的な側面から説明

がつくのでしょうか。

若宮 それについて考えるには、情報シ

ステムの歴史を振り返る必要があるでしょ

う。黎明期には、コンピュータにアクセス

するというのは特殊な行為でした。端末

も特殊であり、限られた人しかできなかっ

た。機密文書の管理も鍵付きの棚に保

管して、そこから持ち出すときは台帳に

サインしなければならない。そのような目

立つ行為であり、衆人環視にさらされて

いた。ところが、そこにパソコンが登場し

た。コンピュータを扱うのがありふれた日

常的な行為になった。確かに便利には

なったものの、文書管理の点からすれ

ば、緩みが生じるきっかけにもなった。さ

らにインターネットの普及で、情報はより

広範囲に流通する方が便利だ、進んで

いる。そのような風潮が生まれた。それに

よって働く人たちの意識は明らかに変化

します。情報システムの管理についても、

大型コンピュータが普及しはじめた頃は

人事部門や総務部門が中心でしたが、

普及すれば、情報システム担当の部門に

新入社員が入るようになり、入社頭初か

らそのような業務ばかりやっていれば、価

値観も自ずから違ってくるはずです。

―― 民間企業は、個人情報に関する

不正行為をいかに防ぐべきでしょうか。

若宮 まず認識として、私は、これを労

務問題の一種ととらえています。現実に

報道される事件を見ても、情報技術の問

題というよりも、業務委託先から顧客情

報が漏れた、といった人災の意味合いが

強い事件がほとんどです。アクセスでき

る正当な権利を持つ人間が紙やCD－

ROMのかたちで持ち出すといった原始

的行為で事件が発生し得るわけで、そ

の防止は、企業における人の緩みをい

かに防ぐかという、極めてプリミティブな

労務問題であるという認識です。

―― 終身雇用の時代には内部で完結

していた業務が、企業のグループ化、業

務のアウトソーシングなどによって外部に

広がりつつある。また、雇用は流動化し、

雇用形態は多様化している。そのような

変化に伴ってリスクが高まっていると思

われます。

若宮 産業廃棄物も、委託した末端の

業者が不正行為を働くと、排出した事業

者の責任が問われることになりました※2。

企業にとっては非常に厳しい内容です

が、まさにそれと同じようなことを個人情

報の管理でも求められるわけです。最終

的にどのような人が個人情報を扱ってい

るのか、そこまで管理しなければならな

い。コストも時間もかかります。しかも、企

業にとってのリスクは高まっています。経

営環境が厳しい中、従業員にとっては処

が出てくるでしょう。とは言え、二律背反

のようですが、あまりに窮屈なルールもま

た困る、というのも事実ではありますが。

―― 特にITは技術革新が早く、適宜

ルールを見直していく必要があるので

は。

若宮 状況の変化に即応していただき

たいのですが、反対に、何か目立つ事

件が起きたとき、情緒的に反応して、極

端に振れるのも問題です。注意しなけれ

ばならないことは、今回の個人情報保護

は法律とガイドラインが巧みに組み合わ

されていて、法律の改正は大変でも、ガ

イドラインの改定は各省庁で比較的容易

にできる仕組みになっているという点で

す。状況の変化に合わせて遅滞なく見

直していただくことは大切ですが、同時

に継続性も重要です。企業の安定的な

活動を損なわないよう、予測可能性が担

保された明確なルールづくりを望みたい

と思います。
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※2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の平成13年4月1日の改正により、廃棄物の排出事業者が廃棄物処
理を外部の業者に委託する際の責任が強化された。

当社は、業務上取扱うお客様・取引関係者・当社従業員などの個人情
報について、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、
かつ自主的なルール及び体制を確立します。

ここに、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し継続的
に見直し、改善・向上に努めることを宣言致します。

1）当社は、この宣言を実行するために、個人情報保護に関するコン
プライアンス・プログラムを策定し、当社従業員（役員・社員・パー
トタイマー・アルバイト・派遣社員などを含む）、その他関係者に周
知徹底させて実行し、改善・維持してまいります。

2）当社は、個人情報の取得にあたり、適法かつ公正な手段によって
行い、利用目的等の必要事項について、個人情報の主体である本
人から同意をとるか、当社のウェブサイトに公表します。

3）当社は、個人情報を間接的に取得する場合、取得する個人情報に
ついて当社のウェブサイトに利用目的等の必要事項を公表します。

4）当社における個人情報の利用については、個人情報の主体である
本人から同意をとるか、当社のウェブサイトに公表した事項の範囲
内で、具体的な業務に応じて権限を与えられた者のみが、業務上
必要な限りにおいて行うものとします。

5）当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏え
い等を予防するため、合理的な安全対策とともに、必要な是正措
置を講じます。

6）当社は、業務委託先に個人データを委託する場合は、適切な委託
先と必要な契約を締結し、その他法令上必要な措置を講じます。

7）当社は、個人情報の主体である本人からの同意なしに、個人情報
を第三者に提供することを、原則として禁止します。

8）当社は、個人情報の本人であることを確認した上で、当該保有個
人データの開示、訂正、利用停止、削除等の求めに対し、遅滞なく
応じる体制を整備します。

三菱電機株式会社個人情報の保護方針と利用目的資料

・当社はお客様との契約や取引に関してその履行に
伴い、お客様からいただいた情報を利用します。

・当社は、当社が取り扱う商品・サービスおよび関連
するサービスのご紹介等、皆様に有益で適切な提
供をするためにお客様の個人情報を利用します。

・当社は、当社顧客企業から情報処理等の委託を受
けた範囲でお客様の個人情報を利用することがあ
ります。

保護方針 利用目的

1） 各種電気機械器具、電子応用機械器具、産業
機械器具、情報処理機械器具、家庭用電気機
械器具、照明機械器具、車両機械器具、船舶
機械器具、航空機機械器具、誘導ロケット、人
工衛星、通信機械器具、工作機械器具、理化
学機械器具、光学機械器具、原子力機械器具、
瓦斯器具、ビル・住宅関連製品、半導体素子、
集積回路その他一般機械器具及び部品の製
造並びに販売

2） 計量器の製造及び販売

3） 合金、電線、電気材料、磁性材料、ゴム製
品、各種合成樹脂製品及び木工品の製造並
びに販売

4） 高圧瓦斯及びその容器の製造並びに販売

5） 電気及び熱の供給業

6） 建設業及び建築設計業

7） 電気通信業、情報処理業及び放送業

8） 医療機械器具の製造、販売及び輸入販売業

9） 前各号に関連するソフトウエアの作成・販
売及びエンジニアリング業

10） 前各号に関連する一切の事業

三菱電機が取り扱う商品・サービス

出所：三菱電機株式会社ホームページ（http://www.mitsubishielectric.co.jp/privacy/index.html）



遇で厳しい面があり、それがモラルに影

響しているのかもしれません。また、派遣

社員など多様な人材を組織に取り込む

ようになっていることも潜在的リスクを高

めていると思われます。その中で自社の

従業員に限らず、関係会社、協力会社

の職員にまで意識を徹底するというのは

容易ならざる事業であり、相当堅牢な仕

組みをつくらなければならないと感じま

す。

―― 一つは、契約という手段を活用す

るということでしょうか。

若宮 例えば、委託について言えば、わ

が国は米国ほど契約文化が発達してい

ません。まず、そこを見直す必要がある

でしょう。契約の際、守秘義務や、契約に

違反した場合のペナルティなどを明確に

して、双方が認識できるかたちにしなけ

ればならない。その認識は強く持ってお

り、そのため個人情報保護の事務局に

も法務部の者を入れています。ただ、い

くら契約で縛っても限界があります。損

害賠償をとっても被害を回復できなかっ

たり、とり切れないこともあるはずです。

またハード、ソフトの両面で技術的に

情報セキュリティを確保する努力も大切

ですが、それだけでも足りません。例え

ば、わが社は、ファイヤーウォールを入れ

ているから外部からの不正なアクセスは

防げる、と言う。もっとものように聞こえま

すが、では、設定は誰が行ったのか、ど

のような設定になっているのか、メンテナ

ンスの状況は。そのようなところに問題

があるケースが少なくないのです。購入

して、設置したが、よく確かめもせず、デ

フォルト値のまま使っていた、というので

は全く意味がありませんが、現実にその

ような話はつい最近までよくありました。

OSにしても、然るべきパッチをすれば、

滅多なことでは外から侵入されません

が、正当な権限を付与された人間が悪

意を持って行動すれば防げない。つま

り、技術的な措置とマネジメント的な措置

との組み合わせが不可欠なのであり、コ

ンプラアンス・プログラムなり、教育なり、

というベーシックなところに戻るわけです。

―― いかに優れた情報セキュリティ技

術があっても、それを運用する人間に問

題があれば、どうしようもない、と。

若宮 業務として他社にソリューション

を提供するときも、同じことが言えます。

当社の暗号技術であるMISTY※3にして

もKASUMI※4にしても世界的な評価を

いただいています。問題はそれを扱う人

間的な不安定さをいかに解消していく

か、です。暗号がかかった状態なら、た

とえ盗まれても安心だと言っても、暗号と

いうのは、いずれどこかで使うものであ

り、そのときは解除して平文に戻すもの

なのです。技術的には、ほぼ完璧に抑え

る自信がありますが、運用上のミスやシ

ステムの構築そのものに問題があれば、

結果として全く別の陥穽があった、とい

うことになりかねません。要は、情報技術

をいかに適用するのか、なのです。それ

ぞれの企業にはカルチャーがあり、その

差によってリスクも異なります。したがっ

て、各会社の事情をよく見極める必要が

ありますが、外部のコンサルタントにでき

るのは、どうしても総論までです。そして、

外部の者がいかに詳細に分析したとこ

ろで、会社のことは内部の人間にしか分

からない面が残ります。まず自分たちの

問題として引き受ける。その姿勢が前提

です。逆に言えば、人的な面さえきちん

としていただければ、われわれは、それ

を裏付ける技術をご提供できると自負し

ているということです。

―― 法律など不正行為を牽制する社

会的なシステム、技術、啓蒙教育、それら

多面的なアプローチを複合していかな

ければセキュリティの確保は実現されな

いと。

若宮 この問題は想像以上に広い外延

を持っています。そして容易に処理でき

るような問題ではありません。それを認

識することが、この問題に対処するため

の重要な第一歩なのでしょう。
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読者の皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
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三菱電機株式会社役員理事事務企画部長

若宮優（わかみやまさる）

1973年三菱電機株式会社入社。2002年より事務企画部長。

現在、役員理事事務企画部長。

※3 MISTY：1995年に三菱電機が開発した共通鍵（64ビットブロック）暗号アルゴリズムのことで、米国標準暗号方
式DES（データ・エンクリプション・スタンダード）に続く無償公開を実施中。

※4 KASUMI：MISTYをベースに三菱電機が開発したもので、2003年3月、第三世代携帯電話の国際標準規格を
検討する「3GPP（3rd Generation Partnership Project）」にて、正式に国際標準規格に採用が決定された。
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